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規制の事後評価書 

 

法律又は政令の名称： 通関業法                        

規 制 の 名 称： 通関業制度の見直し                   

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 関税局業務課                      

  評 価 実 施 時 期： 令和５年３月                      

 

 

１ 事前評価時の想定との比較 

① 課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定外の影響の発現

の有無 

規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響が生じて 

いる場合、その影響について記載する。また、規制の事前評価時には想定していなかった影

響が発現していないかを確認し、発現の有無及びその内容を記載する。 

 

規制の事前評価後において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や越境電子商取引の拡大

による輸入小口急送貨物の急増等の通関手続を取り巻く環境に変化があったが、規制に対し

て、社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定していなかった影響は生じていない。 

 

② 事前評価時におけるベースラインの検証 

規制の事前評価後、大幅な社会経済情勢等の変化による影響があった場合は、これを差 

し引いた上で、事後評価のためのベースライン（もし当該規制が導入されなかったら、ある

いは緩和されなかったらという仮想状況）を設定する。 

 

規制の事前評価時においては、規制を実施しない場合には、営業区域制限が廃止されないため

に通関業者が輸出入申告官署の自由化に十分に対応できない状況、専任の通関士を設置しなけれ

ばならないこと及び通関業者が自由に通関業務料金を設定できないことにより、通関業者及び税

関の昨今の通関手続を取り巻く環境の変化への対応が不十分となる状況をベースラインとして

想定していた。 

規制の事前評価後、規制に対して、社会経済情勢や科学技術の変化による影響は生じておらず、

ベースラインに変更はない。 
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③ 必要性の検証 

規制の事前評価後に生じた、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響又

は想定していなかった影響の発現を踏まえた上で、当該規制の必要性について改めて検証

し、記載する。 

 

規制の事前評価後、規制に対して、社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定してい

なかった影響は生じていない。よって、輸出入申告官署の自由化への対応及び通関手続を取り巻

く環境の変化への対応のためには、引き続き規制は必要である。 

 

２ 費用、効果（便益）及び間接的な影響の把握 

④ 「遵守費用」の把握 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上、把握すること

が求められるが、特に「遵守費用」については、金銭価値化した上で把握することが求められ

る。その上で、事前評価時の費用推計と把握した費用を比較し、かい離がある場合、その理由

を記載する。 

 

通関士の設置免除の特例の廃止に係る新たな通関士設置費用が発生したことが考えられるが、

営業区域制限の廃止による営業所の統廃合が可能となったこと、専任の通関士の要件を緩和して

いること等から、発生したコストは限定的と考える。また、その定量化は困難である。 

 

⑤ 「行政費用」の把握  

行政費用については、定量化又は金銭価値化した上、把握することが求められる。特に規

制緩和については、緩和したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモ

ニタリングを行う必要が生じる場合があることから、当該規制緩和に基づく費用を検証し

「行政費用」として記載することが求められる。また、事前評価時の費用推計と把握した費

用を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

業務改善命令について、規制の事前評価以前より通関業者に対する必要な指導等の監督権限を

行使するものとなっており、業務改善命令が可能となったことにより発生した行政費用は限定的

と考える。また、その定量化は困難である。 
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⑥ 効果（定量化）の把握 

規制の事前評価時に見込んだ効果が発現しているかの観点から事前評価時に設定した指標

に基づき効果を可能な限り定量的に把握する。また、事前評価時の効果推計と把握した効果

を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

① 営業区域制限の廃止に併せて AEO 通関業者による輸出入申告官署の自由化が実現したこ

とに伴い、AEO 通関業者は自らの経営判断により輸出入申告官署を選択することが可能とな

り、事業の効率化等に資することとなったものと考える。また、営業所の数が、2,131 営業

所（H29.4.1）⇒2,063 営業所（R4.4.1）と約 3.2％減少しており、この減少の要因の一つと

して営業区域制限の廃止に伴う営業所の統廃合が考えられるところ、通関業者における事務

の効率化及びコスト削減の観点から効果があったものと考える。 

② 通関業者が、提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務料金を設定する

ことができており、通関業者の公正かつ自由な競争の確保の観点から効果があったものと考

える。 

③ 通関士の設置免除に係る特例の廃止については、営業所において通関士が確保されること

となったため、地方港の貿易量の増加や取扱貨物の多様化に対応し、通関の適正化・迅速化

に資することになったものと考える。 

また、専任の通関士の要件の緩和については、複数の営業所を兼任している通関士は増加

しており、通関士の柔軟な設置に寄与することになったものと考える。 

④ 業務改善命令については、業務停止や許可の取消しに至る前に、業務改善命令により、当

該通関業者の適正な業務の運営が確保されていることから、企業経営を早期に是正する観点

から効果があったものと考える。 

なお、上記①から④に係る効果の定量化は困難である。 

 

⑦ 便益（金銭価値化）の把握 

把握された効果について、可能な限り金銭価値化して「便益」を把握することが望まし

い。なお、緩和により削減された遵守費用額は便益として把握する必要がある。また、事前

評価時の便益推計と把握した便益を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

通関業者から提出された営業報告書を基にした通関業者の全事業収入に占める通関業収入の

割合については、約 0.5％（H29 年度）⇒約 0.66％（R3 年度）と約 0.16 ポイント増加した。 
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⑧ 「副次的な影響及び波及的な影響」の把握 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。また、規制の事前評価時に意図して

いなかった負の影響について把握し、記載する。さらに、事前評価時に想定した影響と把握

した影響を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響の把握・分析の方法については、公正取引委員会

が作成するマニュアルを参照のこと。 

※ 規制の事前評価時に意図していなかった負の影響の把握については、ステークホルダー

からの情報収集又はパブリックコメントなどの手法を用いることにより幅広く把握するこ

とが望まれる。 

 

 専任の通関士の要件緩和による通関士の柔軟な設置及び営業区域制限の廃止により営業所の

柔軟な設置が可能となったことにより、通関業者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時に

おいて、集団感染のリスクを軽減しつつ、その事業を継続することがより容易になったものと考

えられる。また、規制の事前評価時に意図していなかった負の影響は認められなかった。 

 

３ 考察 

⑨ 把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づく妥当性の検証 

把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づき、規制の新設又は改廃の妥当性につ

いて考察を行う。また、考察に基づき、今後の対応について検討し、その結果を記載する。 

 

規制の事前評価後において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や越境電子商取引の拡大に

よる輸入小口急送貨物の急増等の通関手続を取り巻く環境に変化があったが、規制に対して、社

会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定していなかった影響は生じていない。 

規制により発生する遵守費用及び行政費用は限定的である一方で、通関業者による輸出入申告

官署の自由化への対応が可能となっている。また、営業所の統廃合による事務の効率化及びコス

ト削減、自由な通関業務料金の設定による通関業者の公平かつ自由な競争、専任の通関士の要件

緩和による通関士の柔軟な設置等が可能となることにより、通関手続を取り巻く環境の変化への

対応が図られている。さらに、通関業者の全事業における通関業収入の割合が増加している。 

以上から、規制に係る費用は限定的であり、一定の効果・便益があると認められることから、

規制を継続することが妥当であると考えられる。 

  

 

※ 当該規制に係る規制の事前評価書を添付すること。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  通関業制度の見直し 

 ○ 関連する政策の目標 

   政策目標５：貿易の秩序維持と健全な発展  

    政策目標５－３：関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税

関手続における利用者利便の向上 

     政５－３－１：関税等の適正な賦課及び徴収、政５－３－３：税関手続における

利用者利便の向上 

 

２．担当部局 

  関税局業務課 

  

３．評価の実施時期 

  平成 28 年１月 

 

４．規制の目的、内容及び必要性等 

輸出入申告官署の自由化に伴い、通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）に規定する通関業

の営業区域制限を廃止するとともに、昨今の通関手続を取り巻く環境の変化を踏まえた見

直しを行う。 

 

 規制の新設又は改廃に係る具体的な改革案は以下のとおりである。 

① 輸出入申告官署の自由化に伴い、通関業法の営業区域制限を廃止等する。 

② 通関業務料金について、財務大臣が必要な定めをすることができる旨の規定を廃止し、

通関業者が提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務の料金を設定す

ることを可能とする。 

③ 取り扱う通関業務が通関士の設置が必要とされる地域以外でのみ行われることとなっ

ている場合には、通関士の設置が免除されているが、地方港における貿易量の増大、取

扱貨物の多様化等を踏まえ、この特例を廃止する。なお、この特例の廃止には５年程度

の猶予期間を設ける。 

また、通関業者が営業所ごとに１人以上の通関士を置かなければならないこととされ

ている通関士の専任の要件を緩和する。 

④ 通関業の適正な遂行のため必要があると認めるときに業務改善を命ずることを可能と

する規定を新設する。 

 

５．有識者の見解及び代替案の検討 

・ 平成 26 年 12 月の関税・外国為替等審議会の答申において、申告官署の自由化が引き

続き検討すべき事項として位置付けられ、その中で、通関業の営業区域制限を廃止する
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ことが基本的方向性の一つとされるとともに、通関業法についても、「輸出入申告官署の

自由化に伴う改正を機に、通関業・通関士制度全般にわたり論点を整理のうえ、必要な

見直しを検討することが適当と考える。」とされた。 

・ 平成 27 年４月から６月にかけて、学識経験者、貿易関係者を委員とした「申告官署の

自由化・通関業制度のあり方に関する研究会」を開催し、通関業制度全般に係る論点に

ついて検討を行い、その結果をとりまとめた。 

・ 当該とりまとめについて公表したうえで広く意見募集を行い、その結果を踏まえて、

同年 10 月から 12 月にかけて、関税・外国為替等審議会関税分科会において、審議が行

われた。 

・ 同年 12 月 16 日に、関税・外国為替等審議会において、上記４．の改革案の内容を含

む制度改正案について答申が行われた（資料）。 

 

  以上のとおり、各改革案を決定するにあたっては、多くの学識経験者、貿易関係者等の

有識者間での議論が行われている。 

その議論を踏まえると、有効な代替案は想定されない。 

 

６．規制の費用、便益及び評価 

 ① 遵守費用、行政費用及びその他の社会的費用は特に発生しない。 

一方、通関業者は、新たに通関業の許可を受けることなく営業区域を拡大し、申告官

署の自由化に対応することが可能となる。 

② 遵守費用、行政費用及びその他の社会的費用は特に発生しない。 

一方、通関業者は、提供するサービスの内容やコストに応じ、自由に通関業務料金を設

定することが可能となる。 

③ 遵守費用として、新たに通関士を設置するための費用が発生するが、行政費用及びそ

の他の社会的費用は特に発生しない。 

一方、地方港における貿易量の増大、取扱貨物の多様化等の環境変化に対応するため、

通関士による申告書類の審査が行われることにより、通関の一層の適正化、迅速化が図

られることとなる。また、専任の通関士の要件の緩和により、通関業者が業務量に応じ

た通関士の設置を行うことが可能となり、効率的な業務運営が可能となる。 

④ 業務改善命令に係る費用が発生する一方で、業務停止や許可の取消しに至る前に、業

務改善命令により通関業者の適正な業務運営を確保することが可能となる。 

 

以上から、改革案を採用することが適当である。 

 

７．レビューを行う時期 

  本改革案の施行後５年間を経過した場合において、検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとする。 
 

以 上 
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